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身近な方の支援が重要です

避難を手伝ってくれたのは？

第１位　家族・同居人

第２位　近所の方・友人　

内閣府「避難に関する総合的対策の推進に関する
実態調査結果報告書」（東日本大震災時、２０１１年）

第３位　福祉関係者
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大規模災害発生時
には行政の支援が
間に合わない・・・



3 要配慮者避難支援の基本的な考え方
（札幌市要配慮者避難支援ガイドラインより）

公  助
行政が共助を支援行政が自助を支援

国のガイドラインを参考に策定



◆避難支援の取組を行っていますか？

札幌市内の地域での取組状況①
要配慮者避難支援の取組に関するアンケート結果

（市内の単位町内会対象　令和６～７年実施）
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約３割がすでに
取り組んでいる

「行っていない」と
回答した町内会も、
約２割が今後取り組んで
いく予定と回答



◆どのような取組を行っていますか？

札幌市内の地域での取組状況②
要配慮者避難支援の取組に関するアンケート結果

（市内の単位町内会対象　令和６～７年実施）

5

第１位 マップ・名簿の作成 第２位 災害時の安否確認　



◆取り組むにあたっての困りごとは？

札幌市内の地域での取組状況③
要配慮者避難支援の取組に関するアンケート結果

（市内の単位町内会対象　令和６～７年実施）
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第１位 担い手の確保 第２位 要配慮者の把握



札幌市内の地域での取組状況④
要配慮者避難支援の取組に関するアンケート結果

（市内の単位町内会対象　令和６～７年実施）
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「知らなかった」との
　回答が半数以上

要配慮者の把握に課題
を抱える地域団体等に
対し、制度周知が必要

◆避難行動要支援者名簿情報の提供を
　受けられることをご存じですか？



避難行動要支援者名簿情報の提供

この名簿に記載された情報は、ご本人の同意が得

られれば町内会等の地域団体に提供することがで

きます。（地域団体からの申請が必要）

災害時の避難に特に支援を必要とする方たち（避

難行動要支援者）の名簿の作成が市町村長の義

務となりました。

平成25年 災害対策基本法改正
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★地域の皆様の取組を支援する目的で個人情報を提供します。

支援が必要な方の把握が難しい・・・という取組への課題に対して



避難行動要支援者（札幌市定義）9

市が保有する情報にもとづき、要件に該当する方を名簿に登録します。



札幌市の名簿作成・情報提供状況
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平成27年から名簿を作成し、
希望する町内会等の地域団体への
名簿情報の提供を開始

＜札幌市の名簿掲載者＞

１２０，６７１人（令和７年１月１日時点）

 ◆名簿情報を提供している団体　７３団体（単位町内会など）

◆地域団体に名簿情報を提供中の名簿掲載者　約４，３００人
　（個人情報の提供に同意された方）



名簿情報の提供を
　　　　　受けることができる団体

要配慮者避難支援に取り組んでいる、またはこ
れから取り組もうとする以下の団体

●町内会・自治会

●連合町内会

●地区福祉のまち推進センター運営委員会

●福祉推進委員会

●地区民生委員児童委員協議会

●地区社会福祉協議会

●マンション管理組合　　　など
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単位町内会で提供を受けて
取り組まれることが
多くなっています



提供される名簿情報のイメージ12

★要介護や障がい等の詳細は「ご本人のお身体の状況などの個人情報への配慮」
「地域団体の個人情報管理の負担」の観点から名簿に載せていません。

当事者間で避難支援に必要な範囲でお話いただくようにお願いしています。



名簿情報提供までの流れ13

郵送で実施
（回答がな
かった方へ
の再確認を
含む）

★対象の方に個人情報提供の同意確認を実施する都合上、

　  申請から名簿情報の提供までは、お時間をいただきます。

自宅訪問等により



☞お住まいの地域内の災害時の

　　支援が必要な方の把握が容易に

14 名簿情報提供の３つのポイント

☞地域の取組の趣旨を市からも説明

　することで理解が得られやすい

☞更新は市が行い、年に一度提供

提供の相談・お申し込みは各区役所の保健福祉課まで



地域の避難支援の取組を応援しています15

ハンドブック 出前講座

支援ツール コーディネーター派遣

取組を始める・進める際の  
手引き・ヒント集です  

地域におうかがいし、取組
のポイントをお話しします  

名簿情報の提供以外にも札幌市は 

取組に役立つ色々な様式を
公開・提供しています  

取組のさまざまな課題・悩み
に対して専門家を派遣しアド
バイスを行います 

区役所など
で配布中
※ホームページ　
でも公開中

お申し込みは
保健福祉局地域福祉・生活支
援課または
各区保健福祉課まで

ホームページ
で公開中 派遣のお申し込みは

各区保健福祉課まで



取組事例の紹介記事を作成しました16

取組を進めるにあたり参考にできるよう 

★災害時支えあいハンドブックの改訂版の発行は
　令和７年末ごろを予定しています。

※上記は制作中のイメージです。配布版と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

令和6～7年アンケートを
もとに４つの団体の取組
内容を紹介する記事を制作

「始めたきっかけ」「工夫」
「やりがい」といった

取組のポイントを紹介



令和３年５月 災害対策基本法改正

避難行動要支援者名簿に

掲載された方のうち、

作成の同意を得られた方について

個別避難計画を作成することが

　　　　　　市町村の努力義務に
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などを災害時に備えてあらかじめ記載したもの

●避難時にどんな配慮が必要か

災害時にお一人では避難することが困難な方

お一人おひとりについて
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●だれが支援するか（支援者）

●どこに避難するか（避難場所）

個別避難計画とは

災害の中でも洪水や
土砂災害といった、事
前の予見・避難の準備
が可能な風水害で特
に有効な取組とされて
います。

★札幌市では、名簿情報の提供を通じて、地域団体の方に
　個別避難計画の作成にご協力をお願いしてきました。



令和３年 法改正のポイント19

☞計画作成をできるだけ早く進めるため、
　作成の優先度が高い方の範囲を定め、
　おおむね５年程度で作成に取り組むこと

☞計画作成にあたり、要支援者の状況を
　日頃からよく知り信頼関係も期待できる
　「福祉専門職（ケアマネジャー、相談支
　援専門員等）の参画」が極めて重要



福祉専門職の協力
を得て計画を試行
的に作成

札幌市の検討経過20

試行実施

作成の手順や
課題を把握

市内の約600の
事業所を対象に

実施

協力意向や必要
な支援を把握

対象区・地域を
設定、対象者を
抽出して実施

課題への対応や支援策の検証
事業実施体制を検討

令和５年度

福祉事業所
アンケート調査 モデル実施

令和６年度

令和７年度、本格的に計画の作成を開始します

個別避難計画を早めに作成する必要がある対象者や作成の仕組みを検討
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これまでの検討をふまえての

個別避難計画作成の本格実施①

自宅の災害リスクを知り避難について考える機会に

　☞ご本人やご家族の防災意識の向上

新たに作成を進める個別避難計画を
「わたしの避難準備シート」

と名づけて作成を進めていきます。

　☞ご自身での備え等の取組を促進

◆計画の作成を進める目的

ご自身でできることを考え、自ら備えていただく
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◆計画の作成を早めに進めていく
　　　必要性が高い方から取り組みます

風水害を対象

これまでの検討をふまえての

個別避難計画作成の本格実施②
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★対象者を日頃から担当される福祉事業所の皆様に、
　札幌市からご協力をお願いし、市が各種の支援を
　実施することを通じて、計画の作成を進めていきます。

作成を早めに進める
必要がある方

これまでの検討をふまえての

個別避難計画作成の本格実施③

◆福祉専門職の皆様のご協力を得て、
　計画を作成する仕組みを整備します



24 今後の個別避難計画作成の進め方

◆ご近所同士の助けあい・支えあいを
　目的とした名簿情報の提供等を通じて
　の地域の皆様のご協力を得ての作成

◆ご本人やご家族の防災意識の向上や
　日頃の備えの促進を目的とした
　福祉専門職の皆様のご協力を得ての作成

要配慮者のよりよい避難の実現に向けて
ご協力をお願いいたします。



☞災害時には、ご自身やご家族の
　　　　　　　　　安全確保が最優先

取り組みにあたってのお願い

☞支援はあくまで善意にもとづくもの

　（義務ではありません）
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☞支援の結果に責任はありません

できる範囲・無理のない範囲で行うのが
要配慮者避難支援の取組です。



ご清聴ありがとうございました 

札幌市  要配慮者

＜「災害時の支えあい」についてのお問い合わせ先＞

札幌市 保健福祉局 総務部
地域福祉・生活支援課
☎ 011-211-2932
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